
１　総括

 (1) 人件費の状況（普通会計決算）

(2) 職員給与費の状況（普通会計決算）

（注）１　職員手当には退職手当を含まない。

      ２　職員数は、平成26年４月１日現在の人数である。

(3) ラスパイレス指数の状況（各年４月１日現在）

（注）　１　ラスパイレス指数とは、全地方公共団体の一般行政職の給料月額を同一の基準で比較するため、国の職員数（構成）を用いて、

　　　　　学歴や経験年数の差による影響を補正し、国の行政職俸給表（一）適用職員の俸給月額を100として計算した指数。

　　　　２　類似団体平均とは、人口規模、産業規模が類似している団体のラスパイレス指数を単純平均したものである。

　　　　３　平成24年及び平成25年は、国家公務員の時限的な（２年間）給与改定・臨時特例法による給与減額措置がないとした

　　　　　　場合の値である。

※平成27年４月１日のラスパイレス指数が、①３年前に比べ１ポイント以上上昇している場合、②３年連続で上昇している場合、

　 　③１００を超えている場合について、その理由及び改善の見込み

千円

748,332

　　　　　千円

161,378445,863

千円 千円

5,606

   一人当たり給与費

      ３　給与費については、任期付短時間勤務職員（再任用職員（短時間勤務））の給与が含まれており、職員数には当該職員
　　　　　を含んでいない。

156 141,091

職員手当

平 成
26 年 度

千円人

Ｂ／Ａ

2.55

（参考）類似団体平均職員数 給　　　　　　　　　与　　　　　　　　　費

人　　　　　　　千円

58,347,4547,124 2.01%

期末・勤勉手当Ａ 給　 料

千円

（参考）一人当

平成25年度の人件費率

　　　　　千円 　　　　　千円 　　　　　　％ 　　　　　　　　　　　％

住民基本台帳人口 人件費率実質収支

たり給与費 B/A

1,142,565 1,171,702

区分
　計   Ｂ 

平 成
26 年 度

4,797

女川町の給与・定員管理等について

Ｂ
区分

人件費歳出額 （参考）

平成27年1月1日 Ａ
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(４)給与制度の総合的見直しの実施状況について

①給料表の見直し

[ 実施 未実施 ]

②地域手当の見直し

③その他の見直し内容

２　職員の平均給与月額、初任給等の状況

 (1) 職員の平均年齢、平均給料月額及び平均給与月額の状況（平成27年４月１日現在）

　　　　①一般行政職

歳 円 円 円

歳 円 円 円

歳 円 円

歳 円 円 円

②技能労務職

歳 人 円 円 円 歳 円

歳 人 円 円 円 歳 円

歳 人 円 円 円 歳 円

歳 人 円 円 円 歳 円

歳 人 円 円 円 歳 円

歳 人 円 円 円 歳 円

歳 人 円 円 円 歳 円

歳 人 円 円 円 歳 円

歳 人 円 円 円 歳 円

 (2) 職員の初任給の状況（平成27年４月１日現在）

円 円 円

円 円 円

円 円 円

 (3) 職員の経験年数別・学歴別平均給料月額の状況（平成27年４月１日現在）

円 円 円 円

円 円 円 円

円 円 円 円

円 円 円 円

374,044

408,996

334,182

333,258

334,283

309,632

―　

円

経験年数３０年

367,100

354,200

―　

311,300272,300

民間

平均給与月額

―　

―　

174,200

142,100

国

（国比較ベース）

―

参考

宮城県

公　務　員

―

280,400 305,700

343,600

―

139,500 144,200

127,700

（給料表の改定実施時期）平成27年４月１日

高　校　卒

女川町

146,500

高　校　卒

273,500

経験年数２０年

325,100

経験年数２５年

338,800

―

大　学　卒
一般行政職

高　校　卒 142,100

中　学　卒

高　校　卒

123,900

技能労務職

―中　学　卒

技能労務職

給料表の水準の引き下げに伴い、民間賃金の高い地域に対する地域手当の支給割合を改正。

円174,200

（平成27年４月１日実施）

区　　　　　分

大　学　卒

区　　　　分

一般行政職

―

―

経験年数１０年

女川町

宮城県

180,800円

平均年齢 平均給料月額

372,514

平均給与月額

372,300

管理職員特別勤務手当及び単身赴任手当について、国と同様に見直しを実施。

区　　分

国

類似団体

42.3

419,58443.3

42.0

43.5

2

268,232 289,141

6 246,600

（内容）国家公務員の月例給が民間賃金水準の低い１２県と比較した場合の格差（平成24年～平成26年
の平均値）を踏まえ、給料表の水準を平均２％程度引下げを実施。
　・１級（全号俸）及び２級の低位号俸は、引下げなし。
　・３級以上の高位号俸は、５０歳代後半層における官民格差を考慮して最大４％程度引下げ。
　・５０歳代後半層の昇給期間の確保等の観点から、５級・６級に号俸を増設。

平均年齢 職員数 平均給料月額
平均給与月額

（Ａ）

―328,318 ―

―

―

―

―

運転技術員

―

宮城県

国

類似団体 48.8 6

― ―

50.2 2,994 289,141 ― 328,318 ― ― ―

46.9

― ―

51.6 260 330,741 386,250 363,809 ―

50.5 ― ― その他

289,500 ―

237,900 ―

200,300 ―

調理員 45.6

268,900 ― ― 用務員 54.6

平均給与月額
（Ｂ）

Ａ/Ｂ

52.5 228,300 ―

264,600 ― ― ― ―

うち用務員

うちその他

平均給与月額
（国比較ﾍﾞｰｽ）

対応する民間
の類似職種

平均年齢

― ― 清掃職員 44.9

57.4

区分

うち運転技術員

うち清掃職員

うち調理員

52.8

51.9女川町

57.3 1 304,500

2 282,000 ―

2 215,200 ― ―

13 255,100 278,100

―
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３　一般行政職の級別職員数等の状況

(1) 一般行政職の級別職員数及び給料表の状況（平成27年４月１日現在）

（注）１　女川町の給与条例に基づく給料表の級区分による職員数である。

　　　２　標準的な職務内容とは、それぞれの級に該当する代表的な職務である。

  

（注）平成18年に８級制から６級制に変更している。（旧給料表の１級及び２級並びに４級及び５級をそれぞれ統合）

 (2) 昇給への勤務成績の反映状況

　

7.0 ％　

315,800 円

１号給の給料月額

15.8 ％　

7.0 ％　

構成比

10.5 ％　

１　勤務成績の評定の実施状況
　　地方公務員法第４０条に基づき、毎年10月１日を評定日として全職員を対象に実施。
２　昇給への勤務成績の反映状況
　　能力と業績の両要素の総合評価を実施し、その結果により昇給区分を決定。

５　級

137,600 円

区　　分

12 人　

187,700 円8 人　

１　級

8 人　 258,300 円

223,900 円

４　級

２　級

３　級 38.6 ％　44 人　

６　級

課長補佐の職務又は職務の複雑、困難及び責任の度が
これと同程度のものとして長が規則で定める職の職務

専門的な知識又は経験を必要とする業務を行う主事等の
職務

378,700 円

347,700 円

301,900 円

係長の職務又は職務の複雑、困難及び責任の度がこれ
と同程度のものとして長が規則で定める職の職務

職員数標準的な職務内容

課長の職務又は職務の複雑、困難及び責任の度がこれ
と同程度のものとして長が規則で定める職の職務

課長、参事の職務又は職務の複雑、困難及び責任の度
がこれと同程度のものとして長が規則で定める職の職
務

24 人　

最高号給の 給料月額

407,900 円

390,700 円18 人　 285,000 円

244,900 円21.1 ％　

主事、書記、技師、保育士、保健師、看護師、准看護
師、管理栄養士、栄養士、介護福祉士、社会福祉士、主
任介護支援専門員、支援相談員又は社会教育主事（以下
この表において「主事等」という。）の職務

１級 

0.211 

１級 

0.195 １級 

0.107 

２級 

0.07 

２級 

0.115 ２級 

0.161 

３級 

0.386 

３級 

0.345 

３級 

0.107 

４級 

0.07 

４級 

0.115 

４級 

0.321 

５級 

0.158 

５級 

0.124 ５級 

0.143 

６級 

0.105 

６級 

0.106 
６級 

0.161 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

平成27年の構成比 １年前の構成比 ５年前の構成比 
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４　職員の手当の状況

 (1) 期末手当・勤勉手当

千円 千円

（平成26年度支給割合） （平成26年度支給割合） （平成26年度支給割合）

期末手当 勤勉手当 期末手当 勤勉手当 期末手当 勤勉手当

 月分  月分  月分  月分  月分  月分

 月分  月分  月分  月分  月分  月分

（加算措置の状況） （加算措置の状況） （加算措置の状況）

・役職加算　　5～15％ ・役職加算　　 5～20％ ・役職加算　　 5～20％

・管理職加算　15～25％ ・管理職加算　10～25％

（注）　(  )内は、再任用職員に係る支給割合である。

【参考】勤勉手当への勤務実績の反映状況（一般行政職）

 (2) 退職手当（平成27年４月１日現在）

（支給率）　　　　　　　　　　　　　　自己都合 （支給率）　　　　　　　　　　　　　　自己都合

 勤続20年 月分 月分  勤続20年 月分 月分

 勤続25年 月分 月分  勤続25年 月分 月分

 勤続35年 月分 月分  勤続35年 月分 月分

 最高限度額 月分 月分  最高限度額 月分 月分

 定年前早期退職特例措置  定年前早期退職特例措置

 （2％～45％加算）  （2％～45％加算）

(退職時特別昇給 ) (退職時特別昇給 )

１人当たり平均支給額

千円 千円

（注）　退職手当の１人当たり平均支給額は、平成26年度に退職した職員に支給された平均額である。

 (3) 地域手当

（平成27年４月１日現在）

百円

百円

％ 人 ％

 (4) 特殊勤務手当（平成27年４月１日現在）

勧奨・定年

34.5825

― １月につき350,000円

１月につき300,000円―

医療業務

医師

49.59

医師のうち医長 医療業務

勧奨・定年

707

　支給職員１人当たり平均支給年額（平成26年度決算）

支給対象地域

１月につき500,000円

医師のうち所長又は治療部長 医療業務 ― １月につき400,000円

医師のうち副院長 医療業務

１月につき600,000円

１日につき3,000円

医療業務手当

医師のうち院長 医療業務 ―

20.445

宮　城　県

旅行死亡取扱業務

・地方公務員法第４０条に基づき、毎年１０月１日を評定日として勤務成績の評定を実施。
・勤務成績・能力程度を総合的に評価し、成績率を決定。

職制上の段階、職務の級等による加算措置

1.40

火葬業務 ―

医師のうち科長

１人当たり平均支給額（平成26年度）

0

1

―

49.59

13,141

国の制度（支給率）

支給実績
（26年度決算）

火葬業務手当 右記業務に従事した職員

右記業務に従事した職員

　なし

旅行死亡人
取扱手当

支給対象職員数

49.590

2.60

(1.45)

1,645                            

1.50 2.60

29.145

20.445

41.325

　支給職員１人当たり平均支給年額（平成26年度決算） 707

左記職員に対する
支給単価

0.00

　手　当　の　種　類　（手当数）

0

支給率

 その他の加算措置

　なし

　職員全体に占める手当支給職員の割合（平成26年度）

１級地（東京都）

　支　　給　　実　　績（平成26年度決算）

１人当たり平均支給額（平成26年度）

女　川　町

49.59

(0.65)

職制上の段階、職務の級等による加算措置

34.5825

手当の名称

41.325

49.590

 その他の加算措置

20.0

21,488

20.0

防疫作業手当 右記業務に従事した職員
感染症が発生又は発生する恐れがある
場合における業務

女　川　町

25.5563

　支　　給　　実　　績（平成26年度決算）

49.59

―

1,260

(1.45) (0.70)

―

29.145

職制上の段階、職務の級等による加算措置

25.5563

１回につき1,500円

国

支給実績主な支給対象職員

―

千円

円

％

1.502.60

(0.70)(1.45)

国

研究手当 医師 医学研究業務 ― １月につき200,000円

医療業務 ― １月につき250,000円

１日につき1,000円

１回につき往診料の50/100

右記業務に従事した職員 往診業務 ― １回につき往診料の10/100

―右記業務に従事した医師 往診業務

往診手当
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 (5) 時間外勤務手当

千円

千円

千円

千円

（注）　職員１人当たり平均支給額を算出する際の職員数は、「支給実績（（平成27年度決算）」と同じ年度の４月１日現在の

  総職員数（管理職員、教育職員等、制度上時間外勤務手当の支給対象とはならない職員を除く。）であり、短時間勤務職員を含む。

（6) その他の手当（平成27年４月１日現在）

円

円

円

(平成26年度決算)

226,320 円 

１　 借家、借間に居住している 職員
　ア 月額12,000 円を超えて23,000円以下の
　　　家賃を支払っている職員
　　　家賃から12,000円を控除した額
　イ 月額23,000円を超える 家賃を支払っている職員
　　　家賃から23,000円を控除した額の1/2
　　　（その控除した額の1/2 が16,000 円を超える
　　　　ときは16,000円）に11,000円を加算した額

624,000 円 

(平成26年度決算)

8,736

平均支給年額

63,840 円 

18,105

１　配偶者　13,000円
２　配偶者以外の扶養親族
　１人につき　6,500円

※配偶者がない場合１人目　11,000円
※満16歳から満22歳までの子の加算　5,000
円

内容及び支給単価

千円

職員１人当たり平均支給年額（平成26年度決算） 677

千円9,306

千円

支 給 職 員

支給実績 １ 人 当たり
国の制
度と

の異同

国の制度と
異なる内容

94,771

職員１人当たり平均支給年額（平成25年度決算）

管理職にある職員が緊急の必要等により週休
日又は休日等に勤務した場合、規則で定める
基準に従い支給する。

１ 　交通機関等利用者
　　１ヶ月に要する運賃等の相当額
２ 　自動車等使用者
　ア 普通自動車
　　　片道使用距離により
　　　2,000円～24,500円
　イ 普通自動車以外
　　　片道使用距離により
　　　2,000円～55,000円

管理、監督の地位にある職員のうち、規則で
指定するものについてその職務の特殊性に基
づき、規則で定める基準に従い支給する。

宿日直勤務を命じられた職員に、その勤務１
回につき4,200円を支給する。ただし、勤務
時間が５時間未満の場合は、その勤務に１回
につき2,100円を支給する。

 夜間勤務手当 ―

休日において、正規の勤務時間中に勤務を命
じられた職員に規則で定める基準に従い支給
する。

正規の時間として午後１０時から翌日の午前
５時までの間に勤務を命じられた職員に条例
で定める額を支給する。

管理職特別
勤務手当

―

同 ―

― 千円

千円同 ―

同 ―

―同

支　給　実　績　（平成25年度決算） 31,064

195

同

 宿日直手当

 休日勤務手当

千円

282,000 円 

千円 78,280 円 

―

―

―

―

支　給　実　績　（平成26年度決算）

9,448

 管理職手当 ―

同

同

手　当　名

 扶養手当

 住居手当

 通勤手当

千円

―

―同

3,679

5



５　特別職の報酬等の状況（平成27年４月１日現在）

円 円／ 円

円 円／ 円

月分

月分

（支給時期）

円

円

６　職員数の状況

 (1)部門別職員数の状況と主な増減理由

（各年４月１日現在）

人

人)

人

人)

人

（注）１　職員数は一般職に属する職員数である。

　　　２　[     ]内は、条例定数の合計である。

議 員

町 長

副 町 長

町 長

普
通
会
計
部
門

一
般
行
政
部
門

 653,000×在職月数×0.26退
職
手
当

（算定方式）

162小　計

計

福　祉

小　計

合　　計
5

[0][210]

182 177

[210]

消防部門

教育部門

一般行政
（下記を除く）

　　 　　　　　　　　　  区
分
 部　門

　公
　営会
　企計
　業部
　等門

公営企業等
会計部門

145,100

副 町 長

議 長

620,400

318,000 330,000

報

酬

期
末
手
当

副 議 長

議 長

町 長

議 員

副 町 長

副 議 長 284,000

給　　　　料　　　　月　　　　額　　　　等

18,374,400

9

508,000

200,000

410,000

円

円／

＜参考＞
7

＜参考＞

240,000

3.10

円／円

　　（平成26年度支給割合）

270,000

0 0

22

22

20

20

給

料

区　　　分

826,500826,500

　　（平成26年度支給割合）

8,149,440

主　な　増　減　理　由

870,000×在職月数×0.44

（１期の手当額）

任期毎

121.84

　人口１万人当たり職員数

（類似団体平均の人口１万人当たり職員数 101.56

203.53

0

7

0

227.40

　人口１万人当たり職員数

△ 2

△ 2

△ 2

（類似団体平均の人口１万人当たり職員数

　人口１万人当たり職員数

＜参考＞

255.47

備　　　　考

対前年
増減数

（注）　１　退職手当の「１期の手当額」は、４月１日現在の給料月額及び支給率に基づき、１期（４年＝４８月）
            勤めた場合における退職手当の見込額である。

任期毎

円／ 164,000 円257,000

（参考）類似団体における最高／最低額

円

50

138

17

平成26年度

円

円

3.10

97

630,000

職員数

155

145

17

88

（　870,000　円　）

（　653,000　円　）

平成27年

48

6



 (2)年齢別職員構成の状況（平成27年４月１日現在）

　

 (3) 職員数の推移

（単位：人・％）

（注）各年における定員管理調査において報告した部門別職員数。

162

公営企業等会計計

138

23年

消　防

2224

未満

一般行政

区　分

32歳

148

17

172

24

145 155

22

総合計 274

1919

24年

0

143

131

普通会計計

127

～

35歳

～～

0

人

0

～～

0

14

27歳 31歳

23

人人 人

39歳

2412

40歳

△ 92182

20

177

人

14

0

22

△ 111

～

59歳

人

44歳

（△83.3%）

138

24歳 28歳20歳 20歳 36歳

23歳

～

（△35.6%）

　　　　 　　 年　度
　部門別

22年

職員数 182

人

25年

(△ 0.1%)

～

人人

以上47歳

過去５年間
の増減数（率）

27年

129

人

17

48歳

51歳

～

52歳

55歳

20

56歳

計

(△ 0.2%)

～

0

11

145

（△32.0％）

26

17

26年

（　　％）

43歳

15

119 116 126

0

△ 7

11

人

2

人

162265

14

人

教　育

60歳

19

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20歳 

未満 

20歳 

| 

23歳 

24歳 

| 

27歳 

28歳 

| 

31歳 

32歳 

| 

35歳 

36歳 

| 

39歳 

40歳 

| 

43歳 

44歳 

| 

47歳 

48歳 

| 

51歳 

52歳 

| 

55歳 

56歳 

| 

59歳 

60歳 

以上 

構成比 

５年前の構成比 

% 
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７　公営企業職員の状況

 (1) 水道事業

  　① 職員給与費の状況

ア　決算

　（参考）

（注）資本勘定支弁職員に係る職員給与費316,238千円を含まない。

　　　　　　　

（注）１　職員手当には退職給与金を含まない。

      ２　職員数は、平成27年３月３１日現在の人数である。

イ　特記事項

② 職員の基本給、平均月収額及び平均年齢の状況（平成２６年４月１日現在）

歳 円 円

（注）１　「基本給」とは、給料、扶養手当及び地域手当の合算額である。

　　　２　「平均月収」とは、職員１人当たりの平均年収額(期末・勤勉手当を含む。)を１２で除して得たものである。

③ 職員の手当の状況

ア　期末手当・勤勉手当

千円　 千円　

（平成２５年度支給割合） （平成２５年度支給割合）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　期末手当　 勤勉手当 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　期末手当　 勤勉手当

 月分  月分  月分  月分

（ ）月分 （ ）月分 （ ）月分 （ ）月分

（加算措置の状況） （加算措置の状況）

職制上の段階、職務の級等による加算措置 職制上の段階、職務の級等による加算措置

・役職加算　5％～15％ ・役職加算　5％～15％

（注）　(　  )内は、再任用職員に係る支給割合である。

イ　退職手当（平成27年４月１日現在）

（支給率）　　　　　　　　　　　　　　自己都合 （支給率）　　　　　　　　　　　　　　自己都合

 勤続20年 月分 月分  勤続20年 月分 月分

 勤続25年 月分 月分  勤続25年 月分 月分

 勤続35年 月分 月分  勤続35年 月分 月分

 最高限度額 月分 月分  最高限度額 月分 月分

 定年前早期退職特例措置  定年前早期退職特例措置

 （2％～45％加算）  （2％～45％加算）

(退職時特別昇給 ) (退職時特別昇給 )

１人当たり平均支給額 １人当たり平均支給額

千円 千円 千円 千円

（注）１　退職手当の１人当たり平均支給額は、平成２５年度に退職した職員に支給された平均額である。

　　　２　水道事業団体平均の支給率については、データが公表されていないため記載していない。

オ　時間外勤務手当

千円

千円

千円

千円

（注）１　 時間外勤務手当には、休日勤務手当を含む。

 その他の加算措置  その他の加算措置

　なし 　なし

13,141 21,488― ―

41.325 49.59

2.60 1.50

女　川　町

6,311

千円 千円

職員給与費比率

　支　給　実　績　（平成25年度決算）

　職員１人当たり平均支給年額（平成26年度決算）

　支　給　実　績　（平成26年度決算）

女川町

区　　分

　職員１人当たり平均支給年額（平成25年度決算） 508

　　　２　 職員１人当たり平均支給額を算出する際の職員数は、「支給実績（○年度決算）」と同じ年度
　　　　　の４月１日現在の総職員数（管理職員、教育職員等、制度上時間外勤務手当の支給対象とはなら
　　　　　ない職員を除く。）であり、短時間勤務職員を含む。

1,840

368

2,539

49.590 49.59 49.590 49.59

29.145 34.5825 29.145 34.5825

41.325 49.59

女　川　町 一般行政職

20.445 25.5563 20.445 25.5563

勧奨・定年 勧奨・定年

2.60 1.50

1.45 0.70 1.45 0.70

１人当たり平均支給額（平成26年度） １人当たり平均支給額（平成26年度）

1,260 1,262

平　均　年　齢 基本給 平均月収額

39.7 289,140 463,124

一般行政職

26,667 5,333 5,988
平　成
26年度

人 千円 千円

5 18,113 2,243

区分
職員数 給　　　　　　　　　与　　　　　　　　　費 一人当たり

Ａ 給　 料 職員手当 期末・勤勉手当 　　計　　Ｂ 給与費 B/A

千円 ％ ％

190,235 △ 49,575 34,467 18.12 23.9
平　成
26年度

千円 千円

総費用に占める
区分

Ｂ／ＡＡ

総費用

Ｂ

純損益又は
実質収支

職員給与費

　　　　　千円 千円

給与制度の総合的見直し及び昇給への勤務成績の反映については、一般行政職と同様の内容で実施している。

一人当たり給与費

占める職員給与費比率

（参考）市町村平均

平成24年度の総費用に
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（6) その他の手当（平成27年４月１日現在）

円

円

円

円

円

円―
管理職特別
勤務手当

管理職にある職員が緊急の必要等により週休
日又は休日等に勤務した場合、規則で定める
基準に従い支給する。

同 ― ― 千円

―

 夜間勤務手当
正規の時間として午後１０時から翌日の午前
５時までの間に勤務を命じられた職員に条例
で定める額を支給する。

同 ― ― 千円 ―

 休日勤務手当
休日において、正規の勤務時間中に勤務を命
じられた職員に規則で定める基準に従い支給
する。

同 ― ― 千円

 宿日直手当

宿日直勤務を命じられた職員に、その勤務１
回につき4,200円を支給する。ただし、勤務
時間が５時間未満の場合は、その勤務に１回
につき2,100円を支給する。

同 ― ― 千円

 管理職手当
管理、監督の地位にある職員のうち、規則で
指定するものについてその職務の特殊性に基
づき、規則で定める基準に従い支給する。

同 ― ― 千円

 通勤手当

１ 　交通機関等利用者
　　１ヶ月に要する運賃等の相当額
２ 　自動車等使用者
　ア 普通自動車
　　　片道使用距離により
　　　2,000円～24,500円
　イ 普通自動車以外
　　　片道使用距離により
　　　2,000円～55,000円

同 ― 402

208,800 円 

１　配偶者　13,000円
２　配偶者以外の扶養親族
　１人につき　6,500円

※配偶者がない場合１人目　11,000円
※満16歳から満22歳までの子の加算　5,000
円

同 ― 1,044

手　当　名

千円 80,400 円 

 住居手当

１　 借家、借間に居住している 職員
　ア 月額12,000 円を超えて23,000円以下の
　　　家賃を支払っている職員
　　　家賃から12,000円を控除した額
　イ 月額23,000円を超える 家賃を支払っている職員
　　　家賃から23,000円を控除した額の1/2
　　　（その控除した額の1/2 が16,000 円を超える
　　　　ときは16,000円）に11,000円を加算した額

同 ― ― 千円

 扶養手当 千円

内容及び支給単価
国の制
度と

の異同

国の制度と
異なる内容 (平成25年度決算) 平均支給年額

支 給 職 員

支給実績 １ 人 当たり

(平成25年度決算)

―

―

―
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